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● 検査方法と返品期間の関係 

 

 

※ ①継続的な下請取引が行われている場合において，②あらかじめ，直ちに発見できる不良品について返

品することが合意・書面化されており，かつ，③当該書面と３条書面との関連付けがなされているときに，

④遅くとも，物品を受領後，当該受領に係る最初の支払時までに返品する場合 

 

返品不可 
（一定の場合※，不良品のみ返品可） 

受入検査を自社で 

行わない場合 

検査を省略する場合・ 

下請事業者に口頭で委任する場合など 

受入検査を下請事業者に 
文書で委任している場合 

受入検査を自社で 

行う場合（親事業 

者が下請事業者以 

外の第三者に受入 

検査を委任して行 

う場合を含む。） 

全数検査を行う場合 

合 格 

合 格 

不合格 

抜取検査を行う場合 

（ロット単位） 

不合格 

直ちに発見することの

できない瑕疵がある。 

直ちに発見することの

できない瑕疵がある。 

直ちに発見することの

できる瑕疵がある。 

受領後６か月以内（一般消費者向

け保証がある場合１年以内）であれ

ば返品可（不良品のみ） 

速やかに返品すること（不良品の

み） 
受領後６か月以内（一般消費者向

け保証がある場合１年以内）であれ

ば返品可（不良品のみ） 

速やかに返品すること（不合格ロ

ットのみ） 

直ちに発見することの

できない瑕疵がある。 

下請事業者の行った検査

に明らかなミスがある。 

返品不可 

受領後６か月以内（一般消費者向

け保証がある場合１年以内）であれ

ば返品可（不良品のみ） 

受領後６か月以内であれば返品可

（不良品のみ） 


